
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
古
物
営
業

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
二
月
一
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

谷

公
一

古
物
営
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

古
物
営
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
確
認
の
方
法
等
）

（
確
認
の
方
法
等
）

第
十
五
条

［
１
・
２

略
］

第
十
五
条

［
１
・
２

同
上
］

３

法
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は

３

［
同
上
］

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

相
手
方
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
申
出
を
受
け
る
と

四

相
手
方
か
ら
そ
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
の
申
出
を
受
け
る
と

と
も
に
そ
の
住
民
票
の
写
し
、
住
民
票
の
記
載
事
項
証
明
書
、
戸
籍
の
附

と
も
に
そ
の
住
民
票
の
写
し
、
住
民
票
の
記
載
事
項
証
明
書
、
戸
籍
の
謄

票
の
写
し
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
（
以
下
「
住
民
票
の
写
し
等
」
と
い
う

本
若
し
く
は
抄
本
（
戸
籍
の
附
票
の
写
し
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

。
）
の
送
付
を
受
け
、
又
は
当
該
相
手
方
の
身
分
証
明
書
等
（
住
所
、
氏

る
。
）
又
は
印
鑑
登
録
証
明
書
（
以
下
「
住
民
票
の
写
し
等
」
と
い
う
。

名
及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日
の
情
報
が
記
録
さ
れ
た
半
導
体
集
積
回
路
（

）
の
送
付
を
受
け
、
又
は
当
該
相
手
方
の
身
分
証
明
書
等
（
住
所
、
氏
名

半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四

及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日
の
情
報
が
記
録
さ
れ
た
半
導
体
集
積
回
路
（
半

十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
半
導
体
集
積
回
路
を
い
う
。
以
下

導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十

こ
の
号
及
び
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の
に
限
る

三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
半
導
体
集
積
回
路
を
い
う
。
以
下
こ

。
）
に
組
み
込
ま
れ
た
当
該
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
当
該
情
報

の
号
及
び
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の
に
限
る
。

若
し
く
は
本
人
確
認
用
画
像
情
報
（
当
該
相
手
方
に
当
該
古
物
商
が
提
供

）
に
組
み
込
ま
れ
た
当
該
半
導
体
集
積
回
路
に
記
録
さ
れ
た
当
該
情
報
若

す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
撮
影
を
さ
せ
た
当
該
相
手
方
の
身
分
証

し
く
は
本
人
確
認
用
画
像
情
報
（
当
該
相
手
方
に
当
該
古
物
商
が
提
供
す

明
書
等
の
画
像
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
身
分
証
明
書
等
に
記
載
さ
れ
た
住

る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
撮
影
を
さ
せ
た
当
該
相
手
方
の
身
分
証
明

所
、
氏
名
及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日
並
び
に
当
該
身
分
証
明
書
等
の
厚
み

書
等
の
画
像
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
身
分
証
明
書
等
に
記
載
さ
れ
た
住
所

そ
の
他
の
特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
）
の
送
信
（

、
氏
名
及
び
年
齢
又
は
生
年
月
日
並
び
に
当
該
身
分
証
明
書
等
の
厚
み
そ

当
該
本
人
確
認
用
画
像
情
報
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用

の
他
の
特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
）
の
送
信
（
当

し
た
送
信
に
限
る
。
）
を
受
け
、
並
び
に
当
該
住
民
票
の
写
し
等
に
記
載

該
本
人
確
認
用
画
像
情
報
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し



さ
れ
、
又
は
当
該
情
報
に
記
録
さ
れ
た
当
該
相
手
方
の
住
所
に
宛
て
て
配

た
送
信
に
限
る
。
）
を
受
け
、
並
び
に
当
該
住
民
票
の
写
し
等
に
記
載
さ

達
記
録
郵
便
物
等
（
引
受
け
及
び
配
達
の
記
録
を
す
る
取
扱
い
を
さ
れ
る

れ
、
又
は
当
該
情
報
に
記
録
さ
れ
た
当
該
相
手
方
の
住
所
に
宛
て
て
配
達

郵
便
物
若
し
く
は
信
書
便
物
又
は
こ
れ
と
同
様
の
取
扱
い
を
さ
れ
る
貨
物

記
録
郵
便
物
等
（
引
受
け
及
び
配
達
の
記
録
を
す
る
取
扱
い
を
さ
れ
る
郵

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
三
条
の

便
物
若
し
く
は
信
書
便
物
又
は
こ
れ
と
同
様
の
取
扱
い
を
さ
れ
る
貨
物
（

許
可
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
適
法
に
貨
物
の
運
送
の
事
業
を
行
う
者
が
運

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
三
条
の
許

送
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
転
送
を
し
な
い
取

可
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
適
法
に
貨
物
の
運
送
の
事
業
を
行
う
者
が
運
送

扱
い
を
さ
れ
る
も
の
を
送
付
し
、
か
つ
、
そ
の
到
達
を
確
か
め
る
こ
と
（

す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
転
送
を
し
な
い
取
扱

当
該
本
人
確
認
用
画
像
情
報
の
送
信
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

い
を
さ
れ
る
も
の
を
送
付
し
、
か
つ
、
そ
の
到
達
を
確
か
め
る
こ
と
（
当

古
物
に
係
る
法
第
十
六
条
の
帳
簿
等
又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、

該
本
人
確
認
用
画
像
情
報
の
送
信
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
古

磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

物
に
係
る
法
第
十
六
条
の
帳
簿
等
又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁

方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
記
録
と
と
も
に
当
該
本
人
確
認
用

気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

画
像
情
報
を
保
存
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
記
録
と
と
も
に
当
該
本
人
確
認
用
画

像
情
報
を
保
存
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

［
五
～
十
三

略
］

［
五
～
十
三

同
上
］

４

［
略
］

４

［
同
上
］







備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


